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【措置命令】 
法第９条第１項の許可を受けずに鳥獣の捕獲した者又は同条第５項の規定により付された条件に違反した者に対しては、鳥獣を解放 
する等の必要な措置命令を行う。 
 
（鳥獣の解放等の必要な措置を執る基準） 
１ 鳥獣の保護のため必要があると認めたとき 
２ 生態系の保護のため必要があると認めるとき 
３ 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保若しくは指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき 
 
【許可の取消し】 
法第９条第１項の許可を受けた者が法及び若しくは法に基づく命令又は法に基づく処分に違反した場合は、その許可を取り消す。 
 
（許可の取り消しの基準） 
１ 鳥獣の保護のため必要があると認めたとき 
２ 生態系の保護のため必要があると認めるとき 
３ 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保若しくは指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき 
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